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(57)【要約】
　電力線、間接照明、調光器、テレビ又はコンピュータ
のディスプレイ、電源又は変圧器、医療器具から発生す
る電磁干渉などの周辺及び／又は環境ノイズのレベルを
検知及び算出するシステムが開示される。いくつかの実
施形態では、光検知器で検出した干渉信号の周波数解析
を行い解析された周波数帯に集中する干渉信号強度を決
定する。算出された強度の最大値を選択して最悪の干渉
レベルが判定される。いくつかの実施形態では、決定さ
れた干渉信号強度を高い信頼性かつ非侵襲でユーザの生
理的パラメータを検出するように構成された患者モニタ
リングシステムのノイズ許容範囲と比較する。比較結果
は聴覚－視覚的にユーザに提示される。いくつかの実施
形態では、本システムを電磁干渉のスポット測定に利用
可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定装置中の干渉を検出するシステムであって、
　測定装置中の環境からの干渉レベルを判定するように構成されたプロセスと、
　前記環境からの干渉レベルを視覚的または聴覚的な表示のためのディスプレイと、
　を備えるシステム。
【請求項２】
　前記聴覚的または視覚的な表示は、環境からの干渉の大きさが受容可能であることを示
す、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記聴覚的または視覚的な表示は、環境からの干渉の大きさが受容不可であることを示
す、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　モニタされている患者の組織によって減衰された光に対応する１つまたは複数のセンサ
信号を受信し、前記センサ信号を処理して、前記モニタされている患者の１つまたは複数
の生理的パラメータの測定値を決定する、非侵襲性のモニタであって、
　前記センサは、光源と検出器を前記組織の近傍に配置するセンサ筐体中に収納された光
源と１つまたは複数の検出器とを含み、
　前記モニタは、前記センサの近傍における周辺からの電子的な干渉の大きさを判定する
信号プロセッサと、前記干渉の大きさを介護人が感知しうる、少なくとも１つの聴覚的ま
たは視覚的な表示と、を含む非侵襲性のモニタ。
【請求項５】
　前記視覚的表示の聴覚はディスプレイを含み、
　前記信号プロセッサは、前記周辺からの電子的な干渉の大きさに応じたディスプレイ信
号を出力し、
　前記ディスプレイは前記ディスプレイ信号に応じた視覚的キューを提供する、請求項４
に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項６】
　前記視覚的キューはメータを含む、請求項５に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項７】
　前記モニタは干渉の閾値を記憶するメモリを含み、前記メータは前記干渉の閾値に対す
る前記干渉の大きさを示す、請求項６に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項８】
　前記メータは低干渉から高干渉までの連続体を含み、前記閾値は前記低干渉と前記高干
渉との間にある、請求項７に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項９】
　前記メータは棒グラフを含む、請求項８に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項１０】
　前記メータは移動式電子ダイアルを含む、請求項８に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項１１】
　前記メータは一連のＬＥＤを含む、請求項８に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項１２】
　前記メータは棒グラフを含む、請求項８に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項１３】
　前記低は通常緑に関連付けられ、前記高は通常赤に関連付けられる、請求項８に記載の
非侵襲性のモニタ。
【請求項１４】
　前記信号プロセッサは、干渉検出モードにおいては前記センサ近傍の周辺からの電子的
な干渉の大きさを継続的に判定し、それにより介護人が場所を変えて移動しながら前記周
辺からの干渉をモニタできるようにする、請求項４に記載の非侵襲性のモニタ。
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【請求項１５】
　前記視覚的表示の聴覚は聴覚変換機を含み、前記信号プロセッサは、前記周辺からの電
子的な干渉の大きさに応じた聴覚信号を出力し、前記変換機は前記聴覚信号に対応した聴
覚キューを提供する、請求項４に記載の非侵襲性のモニタ。
【請求項１６】
　精密器具が患者の生理的パラメータの正確な測定を決定することに支障がないかどうか
を判定する方法であって、
　モニタされている患者の組織によって減衰された光に対応する１つまたは複数のセンサ
信号を、光源と１つまたは複数の検出器とを含みかつ前記光源と前記検出器とが前記組織
の近傍に配置されるセンサ筐体中に含まれるセンサから受信し、前記センサ信号を処理し
て前記モニタされている患者の１つまたは複数の生理的パラメータの測定値を決定するよ
うに構成された患者モニタにおいて干渉検出モードを選択し、
　前記信号プロセッサにより前記センサ近傍における周辺からの電子的な干渉の大きさを
電子的に判定し、
　前記干渉の大きさを介護人が感知しうる、少なくとも１つの聴覚的または視覚的な表示
を電子的に出力する、
　ことを含む方法。
【請求項１７】
　前記出力するステップは視覚的キューを表示することを含む、請求項１６に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記視覚的キューを表示することが、メータ、移動式電子ダイアル、棒グラフ、一連の
ＬＥＤ、英数字表示の内の少なくとも１つの表示された測定値を変更することを含む、請
求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記出力するステップは聴覚キューを生成することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記聴覚キューを生成することは、聴覚連続体の少なくとも１つのピッチまたは音量を
変化させることを含む、請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は米国特許法第１１９条（ｅ）に基づき、２００９年７月２４日に出願された、
「Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　ｆｏｒ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｍｏｎｉｔ
ｏｒ（患者モニタ用の干渉検出器）」と題する、米国特許仮出願第６１／２２８，４９５
号の優先権を主張し、参照によりそれが本願に援用される。
　本出願は、１９９８年１月１２日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａ
ｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｉｇｎａｌｓ　ｉｎ　Ｐｕｌｓｅ　Ｏｘ
ｉｍｅｔｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ（パルス酸素濃度計システムの信号復調方法および装置）
」と題する米国特許第５，９１９，１３４号、および２００年６月１６日に出願された「
Ｐｕｌｓｅ　Ｏｘｉｍｅｔｅｒ　Ｐｒｏｂｅ－Ｏｆｆ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ（パルス酸素濃度計プローブ－オフ検出システム）」と題する米国特許第６，５２６，
３００号に関連し、参照によりこの両方が本願に援用される。
　本発明は一般に、患者モニタと、１つまたは複数の光学センサと、モニタとセンサの間
の信号のやり取りをする通信ケーブルまたは装置とを含む、患者モニタリングシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　介護人のいる環境における標準的な介護には、例えば、アーバインのマシモコーポレー
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ション（Ｍａｓｉｍｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）から市販されている酸素濃度計技術を
利用した分光分析による患者のモニタリングが含まれる。分光分析が可能な装置には一般
的に、脈動する血液が流れている体組織などの測定部位に光放射を行う光源が含まれる。
測定部位の組織及び流体による減衰（たとえば組織への透過や反射などによる）の後、１
つまたは複数の光検出装置が減衰光を検出し、検出された減衰光に応答する１つまたは複
数の検出信号を出力する。１つまたは複数の信号処理装置が検出器信号を処理し、グルコ
ース、酸素、メトヘモグロビン、トータルヘモグロビン、そのほかの生理的パラメータな
どの対象とする血液組成を示す測定値や、患者の健康状態または傾向を判定するのに有益
なそのほかのデータまたはデータの組合せを出力する。そのような組合せとして、１つま
たは複数の測定値または別々のパラメータの測定値の組合せに対して統計的解析を行って
有用な情報とすることがしばしば行われる。
【０００３】
　上記に加えて、例えばグルコースやトータルヘモグロビンなどの、他の血液検体または
患者パラメータを測定する非侵襲性の酸素濃度計技術の開発に多大の努力が傾注されてき
た。残念なことに、これらのパラメータのあるものは非侵襲性の分光法での測定は困難で
あることが分かった。例えば、測定部位の生体組織と水分は、血中グルコースの測定に有
効な多くの光の波長において高い固有吸収を有する。さらに、血液中のグルコースは他の
血液検体に比べると相対的に濃度が低い。さらに、患者ごとに皮膚および血液組成の光学
特性も大きく違っている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さらに、周辺及び／又は環境からの干渉（すなわちノイズ）が、測定精度に悪影響を及
ぼす可能性がある。干渉は、日常的に使用されている多くの電気装置から発生する。一般
的な家庭を例にとると、電力線とコンセント、間接照明、調光器、テレビやコンピュータ
のディスプレイ、電源や変圧器が電磁干渉を発生させる。例えば、間接照明から発生する
ノイズは一般的に、５０Ｈｚまたは６０Ｈｚの基本周波数とその高調波に対応する周期で
変化する。当業者には周知のように間接照明の周波数は、その間接照明とその他の干渉を
起こす装置に供給されている電気の周波数、及び／又は自然光の周波数との関数である。
間接照明の周波数は、したがって、その間接照明を生成する装置に使用されている電源シ
ステムに依存して変化する。間接照明の基本周波数の高調波は重要であり、間接照明はそ
の高調波においても顕著な干渉を生じる可能性がある。これは間接照明が蛍光灯である場
合に特に当てはまる。蛍光灯は第２高調波（すなわち１００Ｈｚまたは１２０Ｈｚ）およ
び第４高調波（すなわち２００Ｈｚまたは２４０Ｈｚ）で顕著なノイズを発生させる。こ
れに加えて、一般的な介護環境において、医療器具（たとえば電気焼灼装置）も顕著な電
磁干渉を発生させる。これらおよびそのほかの課題により、生理的パラメータ（たとえば
グルコース）を示す信号情報を干渉信号と区別することが困難となる。さらに、干渉レベ
ルが未知の、広範な介護および非介護環境において、患者およびその他のユーザがグルコ
ースやそのほかの生理的パラメータのデータを少なくともスポットチェック測定で所望す
ることが多い。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のいくつかの実施形態において、周辺及び／又は環境からの干渉のレベルを高い
信頼性で測定できるように構成された干渉検出器が開示される。この検出器は、周波数解
析を利用して対象とする周波数帯域における干渉レベルを判定および算出する。対象の帯
域は様々な生理的パラメータ測定の際に解析に利用される周波数から構成されていてもよ
い。例えば、身体の組織や体液で減衰される変調光信号は、搬送波信号（たとえば周期的
パルス列）の基本周波数および高調波周波数において生理学的情報を含んでいる可能性が
ある。干渉レベルが基本周波数および高調波周波数で測定されて、周辺及び／又は環境ノ
イズのある状態で生理的パラメータの信頼のおける測定ができるかどうかが判定される。
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【０００６】
　本発明のいくつかの実施形態において、干渉レベルは、対象とする周波数に集中する干
渉信号のエネルギまたは電力として計算することができる。測定された最大の電力を利用
して、周辺及び／又は環境からの干渉が生理的パラメータの測定精度へ及ぼす最悪の影響
が判定される。測定された最大の電力を閾値と比較して、干渉の大きさと測定精度の予想
される劣化とを客観的に判定することができる。閾値は干渉検出器の雑音レベル、すなわ
ち熱ノイズ、ショットノイズ、その他などのためにシステムに本質的に内在する測定ノイ
ズ信号の倍数に設定することができる。雑音レベルはさらにそのシステムでの信頼できる
最小測定値の限界を設定する。雑音レベルの倍数と閾値はその装置で測定する生理的パラ
メータの種類によって変わりうる。
【０００７】
　本発明のいくつかの実施形態において、干渉検出器は、測定された干渉レベルを閾値に
対する相対値としてユーザに聴覚－視覚的に表示するように構成されていてもよい。視覚
的表示には、干渉レベルに対する測定値を棒グラフ、図、グラフなどで表示することを含
むことができる。聴覚表示では、干渉レベルに対する測定値の厳しさの度合いを音声で伝
えることができる。聴覚－視覚表示は、スポットチェック測定に対して有用であって、生
理的パラメータの測定値の予想される精度をユーザに迅速に知らせることができる。それ
に加えて、周辺及び／又は環境からの干渉が測定精度を著しく劣化させるかまたは測定値
を信頼できなくする可能性のある状態をユーザに迅速に警告することができる。
【０００８】
　本発明を要約する目的で、本発明の特定の態様、利点、新規の特徴をここに記述した。
もちろんこれらの態様、利点、特徴のすべてが必ずしも本発明の任意の特定の実施形態に
具現化されるものではないことは理解されたい。
【０００９】
　以下の図面および関連する説明は本発明の実施形態を説明するために提供され、本発明
の請求範囲を制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による例示的患者モニタリングシステムの斜視図であり、干
渉検出器の出力の例示的視覚表示を含んでいる。
【図２】図１の患者モニタリングシステムの患者モニタと干渉検出器の例示的ブロック図
である。
【図３】図２の患者モニタのデジタル信号プロセッサと信号抽出器のハードウェアの例示
的ブロック図である。
【図４Ａ】図２の患者モニタのデジタル信号プロセッサと信号抽出器と干渉検出器のハー
ドウェアの例示的機能ブロック図である。
【図４Ｂ】図２の患者モニタのデジタル信号プロセッサと信号抽出器と干渉検出器のハー
ドウェアの例示的機能ブロック図である。
【図４Ｃ】図２の患者モニタのデジタル信号プロセッサと信号抽出器と干渉検出器のハー
ドウェアの例示的機能ブロック図である。
【図５】本発明の一実施形態による、干渉検出プロセスの説明図である。
【図６Ａ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
図である。
【図６Ｂ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
図である。
【図６Ｃ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
図である。
【図６Ｄ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
図である。
【図６Ｅ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
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図である。
【図６Ｆ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
図である。
【図６Ｇ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
図である。
【図６Ｈ】図１の干渉検出器の利用と出力を示す、例示的なユーザインタフェース表示の
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　周辺及び／又は環境からの干渉（すなわちノイズ）は、グルコース、酸素、メトヘモグ
ロビン、トータルヘモグロビン、およびその他の生理的パラメータを測定可能なシステム
などの非侵襲性の患者モニタリングシステムの測定精度を阻害する可能性がある。測定を
実行するために、これらのシステムは一般的に身体の組織及び体液で減衰された後に光検
出器で検出される光学放射（すなわち光）信号の信号処理解析を行う。しかし、電力線と
コンセント、間接照明、調光器、テレビまたはコンピュータのディスプレイ、電源または
変圧器、医療器具（たとえば電気焼灼装置）などの多くの通常使用される電気装置から顕
著な干渉が発生する。この干渉から、生理的パラメータを表す信号情報を区別することは
困難な場合がある。さらに、干渉レベルが未知の、多様な介護および非介護環境において
、患者およびその他のユーザがグルコースやそのほかの生理的パラメータのデータを少な
くともスポットチェック測定で所望することが多い。
【００１２】
　干渉レベルを測定する既存の方法は、特にスポットチェック環境において不適切である
ことがある。例えば、１つの方法は、生理的パラメータの測定を実行するときに同時に干
渉の測定を行う。しかし、干渉は非静的かつ非周期的であることが多く、非常に高いエネ
ルギーレベルを有する短時間成分であったりすることから、上記の方法は信頼性がない可
能性がある。したがって、そのような干渉レベルの測定は不正確で、信頼性が低いかもし
れない。
【００１３】
　本発明のいくつかの実施形態において、干渉レベルを高い信頼性で測定できるように構
成された干渉検出器を説明する。この検出器は、周波数解析を利用して対象とする周波数
帯域における干渉レベルを判定および算出する。対象の帯域は様々な生理的パラメータの
測定時に解析に利用する周波数から構成されていてもよい。例えば、身体の組織や体液で
減衰される変調光信号は、搬送波信号（たとえば周期的パルス列）の基本周波数および高
調波周波数において生理学的情報を含んでいる可能性がある。干渉レベルが基本周波数お
よび高調波周波数で測定されて、周辺及び／又は環境ノイズのある状態で生理的パラメー
タの信頼のおける測定ができるかどうかが判定される。いくつかの実施形態において、干
渉レベルを利用して、所望信号に対する干渉を最小化する最適変調比を決定することがで
きる。
【００１４】
　本発明のいくつかの実施形態において、干渉レベルは、対象とする周波数に集中する干
渉信号のエネルギまたは電力として計算することができる。測定された最大の電力を利用
して、周辺及び／又は環境からの干渉が生理的パラメータの測定精度へ及ぼす最悪の影響
が判定される。測定された最大の電力を閾値と比較して、干渉の大きさと測定精度の予想
される劣化とを客観的に判定することができる。閾値は干渉検出器の雑音レベル、すなわ
ち熱ノイズ、ショットノイズ、その他などのためにシステムに本質的に内在する測定ノイ
ズ信号の倍数に設定することができる。雑音レベルはさらにそのシステムで信頼できる最
小測定値の限界を設定する。雑音レベルの倍数と閾値はその装置で測定する生理的パラメ
ータの種類によって変わりうる。
【００１５】
　本発明のいくつかの実施形態において、干渉検出器は、測定された干渉レベルを閾値に
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対する相対値としてユーザに聴覚－視覚的に表示するように構成されていてもよい。視覚
的表示には、干渉レベルに対する測定値を棒グラフ、図、グラフなどで表示することを含
むことができる。聴覚表示では、干渉レベルに対する測定値の厳しさの度合いを音声で伝
えることができる。聴覚－視覚表示は、スポットチェック測定に対して有用であって、生
理的パラメータの測定値の予想される精度をユーザに迅速に知らせることができる。それ
に加えて、周辺及び／又は環境からの干渉が測定精度を著しく劣化させるか、または測定
値を信頼できなくする可能性のある状態をユーザに迅速に警告することができる。
【００１６】
　本発明の完全な理解に資するために、これ以降の詳細な記述においては図面を参照して
本発明を説明する。以下においては同様の符合は同様の番号を参照する。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態による患者モニタリングシステム１００の斜視図を示す。
システム１００は、１つまたは複数の生理的パラメータと干渉レベルを非侵襲的に判定す
ることができる携帯型患者モニタ１０３を含む。携帯型患者モニタ１０３はケーブル１１
２を介して光学センサ１０１と通信する。いくつかの実施形態において、患者モニタ１０
３はセンサ１０１を駆動して異なる波長の光を体組織（図示せず）に放射する。センサ１
０１は体組織で減衰された後の光を検出し、センサ１０１で受信した光の量（これは減衰
を含む）を示す信号をケーブル１１２を介して出力する。さらにいくつかの実施形態にお
いては、モニタ１０３はケーブル１１２を介して、温度センサおよび１つまたは複数のセ
ンサ１０１とケーブル１１２に接続されたメモリ装置と通信する。いくつかの実施形態に
おいて、モニタ１０３はネットワークインタフェース（図示せず）を介して他の記憶装置
および遠隔装置と通信する。
【００１８】
　患者モニタは、ディスプレイ１１０と１つまたは複数の制御ボタン１０８を備えること
ができる。いくつかの実施形態において、ディスプレイ１１０は、１つまたは複数の仮想
制御及び／又は変化ディスプレイ及び／又は制御スクリーンを含むことのできるタッチセ
ンサディスプレイであってもよい。ディスプレイ１１０は、測定された多種類の生理的パ
ラメータを表示して、情報を迅速かつ効果的にユーザに伝達するように構成することがで
きる。例えば、ディスプレイ１１０は、血液酸素飽和度、脈拍、グルコース、メトヘモグ
ロビン、トータルヘモグロビンなどの値を示すことができる。さらに図１に示すように、
ディスプレイ１１０は、検出されたノイズ干渉レベルの視覚表示を伝達することができる
。例えば、ディスプレイ１１０は棒グラフを出力するように構成することができる。そこ
では、以下で詳細を説明するように、緑の網掛けが低レベルの干渉に対応し、赤の網掛け
が高レベルの干渉に対応する。
【００１９】
　図２は、図１のモニタリングシステム１００のような、患者モニタリングシステム２０
０の患者モニタと干渉検出器のブロック図を示す。図２に示すように、モニタリングシス
テム２００は、ケーブル２１２を介して通信するセンサ２０２と患者モニタ２０３を含む
。いくつかの実施形態において、センサ２０２は、体組織２０５に光を照射する複数のエ
ミッタ２０４（例えば図１に示すように８つのエミッタ）と、組織２０５で減衰された後
の光を検出することができる１つまたは複数の検出器２０６（例えば図２に示すような４
つの検出器）とを含む。いくつかの実施形態において、１つまたは複数の検出器２０６が
組織２０５で減衰された後の周辺及び／又は環境からの干渉レベルを検出するようにセン
サ２０２を構成することができる。
【００２０】
　センサ２０２は、サーミスタまたは熱電対などの温度センサ２０７と、不揮発性（たと
えばＥＥＰＲＯＭ）または揮発性メモリなどのようなメモリ装置２０８をさらに備えるこ
ともできる。センサ２０２は、温度センサ導線２０９、検出器複合信号導線２１０、メモ
リ装置導線２１４、エミッタ駆動信号導線２１６などを含む、部品との間を相互に信号を
交信する複数の導線も含む。いくつかの実施形態において、センサ導線２０９、２１０、
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２１４、２１６がケーブル２１２を介して信号をモニタ２０３へ送信する。いくつかの実
施形態において、ケーブル２１２は複数のシールド導線を含む。
【００２１】
　ここではケーブル２１２を参照して開示したが、本明細書の開示からセンサ２０２との
通信は、多様なケーブル、ケーブルの設計、公衆または私的な通信ネットワークまたは計
算機システム、有線または無線通信（ＩＥＥＥ８０２．１１ｘを含むイーサネット（登録
商標）、ブルートゥースまたはＷｉＦｉなど）、移動通信、またはそれらの組合せなどを
有利に含んでもよいことは、当業者であれば理解されるであろう。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、温度センサ２０７はセンサ２０２および、例えばエミッ
タ２０４などのその部品の温度をモニタする。例えばいくつかの実施形態において、温度
センサ２０７は、光エミッタ２０４基板の温度をリアルタイムで概ね近似できる十分な熱
伝導を有する熱容量材を備えているかまたはそれと交信する。いくつかの実施形態におい
て、モニタ２０３は温度センサ２０７出力を有利に利用して、特に鋭敏な組織２０５への
適用において何よりも患者の安全を確保するようにしてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、モニタ２０３は温度センサ２０７の出力とモニタされた動作電流または電圧を有利
に利用して、センサ２０２の操作条件を補正してもよい。
【００２３】
　メモリ２０８は、不揮発性メモリ、揮発性メモリ、またはそれらの組合せを含む、本明
細書の開示により当業者に周知の多様なメモリ装置の任意の１つまたは複数を備えること
ができる。メモリ２０８は、広範なデータおよび情報の一部またはすべてを格納できるよ
うに構成されていてもよく、それらは例えば、センサ２０２の種類または操作情報、患者
または体組織２０５のタイプ、バイヤまたは製造者情報、放射可能な波長の数を含むセン
サ特性、エミッタ仕様、エミッタ駆動仕様、復調データ、計算モードデータ、較正データ
、スクリプトや実行コードなどのソフトウェアまたはファームウェア、センサの電子要素
、センサ部品の一部または全部が消耗して交換すべきかどうかを示すセンサ寿命データ、
暗号化情報、モニタまたはアルゴリズム更新命令またはデータ、等々を含む。いくつかの
実施形態において、メモリ装置２０８はエミッタ波長補正データを含んでいてもよい。い
くつかの実施形態において、モニタ２０３はメモリ２０８を読み出して、格納されている
広範なデータおよび情報のうちの１つまたはいくつかまたはすべてを判定することができ
る。図２に示すように、デジタル信号プロセッサ２２８は、メモリリーダまたはメモリラ
イタなどを利用して、メモリ装置２０８と通信することができる。
【００２４】
　モニタ２０３は、導線２１０を介して検出器２０６からアナログ複合検出器信号を受信
するように構成されたフロントエンド信号調整器２２２を備えることができる。信号調整
器２２２は、信号のゲインを調節し、バンドパスフィルタまたはローパスフィルタに信号
を通して望ましくない信号成分を除去し、所望の位相応答を有する全域通過フィルタに信
号を通して信号位相を規格化する、などのアナログ複合検出器信号の規格化を行うことが
できる。信号調整器２２２は、アナログ－デジタル変換機（“Ａ／Ｄコンバータ”）と通
信する１つまたは複数の出力を含む。いくつかの実施形態において、Ａ／Ｄコンバータ２
２６は、デルタ－シグマ変換器を備え、直線性と信号対雑音性能を向上させてもよく、こ
れは特に低潅流時の測定を強化するのに有利である。低減された信号対雑音は、周辺及び
／又は環境からの干渉（たとえば電気焼灼装置からの）をうまく排除することにより測定
品質を向上させることもできる。Ａ／Ｄコンバータ２２６は、フロントエンド信号調整器
２２２の出力および温度センサ２０７の出力と通信する入力を含む。コンバータ２２６は
また、デジタル化された複合検出器信号値と温度センサの読みをプロセッサ２２８へ通信
するための出力も含む。
【００２５】
　プロセッサ２２８は、エミッタの駆動電流制御信号２３０をデジタル－アナログ変換器
（“Ｄ／Ａコンバータ”）２３２へ出力することができる。Ｄ／Ａコンバータ２３２は制
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御情報をエミッタ駆動回路２３４へ供給し、それが導線２１６上を通してセンサ２０２上
の複数のエミッタ２０４を駆動することができる。いくつかの実施形態において、エミッ
タ駆動回路２３４は８つの所定の波長で光を放出できる８つのエミッタを駆動するが、回
路２３４は任意の数のエミッタを駆動することができる。さらに、１つまたは複数のエミ
ッタは同一波長または実質的に同一の波長で光を放出して、冗長性を持たせることができ
る。回路２３４はエミッタ２０４をオン、オフすることで変調して、対応する波長で光の
パルス列を形成するように設定することもできる。いくつかの実施形態では、回路２３４
がエミッタ２０４をオフにして検出器２０６が周辺又は環境のノイズのレベルを検出する
ように設定することもでき、これは追加的に矩形パルス列の搬送波信号によって変調する
ことができる。変調のさらなる詳細は、２００１年５月８日発行の米国特許第６，２２９
，８５６号に開示されており、参照によりこの開示をここに援用する。
【００２６】
　プロセッサ２２８は、デジタル化された複合検出器信号値を処理し、血液酸素飽和度、
脈拍、グルコース、メトヘモグロビン、トータルヘモグロビンなどの生理的パラメータ情
報を算出することができる。プロセッサ２２８は、複合検出器信号中の周辺及び／又は環
境からの干渉のレベルを算出するように構成された干渉検出器２４０を備えている。いく
つかの実施形態において、プロセッサ２２８はメモリ装置２０８中に格納された情報を読
み出し、その読み出された情報を生理的パラメータ情報及び／又は干渉レベルの算出に利
用することができる。
【００２７】
　プロセッサ２２８は視聴覚インタフェース２３６と通信して、例えば測定され、算出さ
れたパラメータや干渉レベルを表示することができる。
【００２８】
　視聴覚インタフェース２３６は、測定部位における組織２０５の生理的パラメータの計
算値と干渉レベルの計算値の表示を提供可能なディスプレイ装置として構成することがで
きる。いくつかの実施形態において、視聴覚インタフェース２３６は、１つまたは複数の
測定されたまたは判定された、パラメータまたは干渉レベルの傾向データを表示すること
ができる。さらに、本発明の開示から当業者は、プロセッサ２２８から得られるデータの
表示には多くの選択肢が存在することがわかるであろう。
【００２９】
　さらに、プロセッサ２２８は、ネットワークインタフェース２４２を介してローカル及
び／又はリモートの記憶装置２４１、およびローカル及び／又はリモートのネットワーク
装置と通信できる。記憶装置２４１は不揮発性メモリ、揮発性メモリ、またはその組合せ
として構成可能である。記憶装置２４１は、ハードディスク、フラッシュメモリカード、
またはそのほかの好適なコンピュータでアクセス可能なメモリであってよい。いくつかの
実施形態において、プロセッサ２２８は、算出された生理的パラメータ情報や干渉レベル
などの様々な情報を記憶装置２４１内に格納できる。この情報は、後で読み出して、さら
なる計算に利用できる。いくつかの実施形態において、プロセッサはネットワークインタ
フェース２４２を通して多くの情報をネットワーク装置へ通信することができる。ネット
ワークインタフェース２４２は種々のケーブル、ケーブル設計、公衆または私的な通信ネ
ットワークまたは計算機システム、有線または無線通信（ＩＥＥＥ　８０２．１１ｘを含
むイーサネット（登録商標）、ブルートゥースまたはＷｉＦｉなど）、移動通信、または
それらの組合せなどで構成することができる。プロセッサ２２８は、算出された生理的パ
ラメータ情報や干渉レベルなどの様々な情報をネットワーク装置と交換することができる
。
【００３０】
　図３は、例えば図２に示したプロセッサ２２８のような、患者モニタにおけるデジタル
信号プロセッサおよび信号抽出器３２８のハードウェアのブロック図である。図３に示す
ように、プロセッサ３２８はコアプロセッサ３０２とマイクロコントローラ３０４とを備
えることができる。いくつかの実施形態によれば、コアプロセッサは、アナログデバイス
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（Ａｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）社から市販されているような、スーパー・ハーバード
・アーキテクチャ（”ＳＨＡＲＣ”）に基づくデジタル信号プロセッサを構成することが
できる。図３は典型的なＳＨＡＲＣプロセッサの様々な例示的コンポーネントの詳細を示
している。しかし、本明細書の開示により当業者であれば、入力データから生理的パラメ
ータを判定するためのプログラムを実行可能な、多種にわたるデータ及び／又は信号プロ
セッサ、特に好ましくは、少なくとも１６、３２、または４０ビットの浮動小数点または
固定小数点の精度を扱えるデジタル信号プロセッサがあることが理解されるであろう。い
くつかの実施形態によれば、マクロコントローラ３０４は、例えば算出されたパラメータ
データや干渉レベルなどの視聴覚インタフェースへの通信や、リモートまたはローカルの
ネットワーク装置または記憶装置との間の情報の通信、などを含むシステム管理を制御す
る。いくつかの実施形態においては、マクロコントローラ３０４は、例えばコアプロセッ
サ３０２の動作をモニタし、必要であればリセットをかけることによって監視回路として
の作用をしてもよい。
【００３１】
　図４Ａは、例えば図２に示したプロセッサ２２８のような、患者モニタにおけるデジタ
ル信号プロセッサおよび干渉検出器４２８の機能ブロック図である。図４Ａに示すように
、プロセッサおよび干渉検出器４２８への入力はデジタル化された複合検出器信号ｘｋ（
ｎ）４０１Ａであってよい。いくつかの実施形態において、デジタル化された複合検出器
信号４０１Ａ、ｘｋ（ｎ）、は１つの検出器２０６（すなわちｋは検出器２０６の番号に
対応する）からの信号のデジタル化されたサンプルを表し、図４Ａに示すように個別の信
号処理、モデル化、計算パスをそれぞれの信号ｘｋ（ｎ）に対して利用することができる
。いくつかの実施形態において、複合検出器信号４０１Ａは、光のデータを含まない、検
出器２０６で検出された干渉信号で構成されることもある。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、復調モジュール４０３Ａはデジタル化された複合検出器
信号４０１Ａ（たとえば４８ｋＨｚの複合信号）に対してモデル化および復調を行い、そ
の複合信号を各放射波長に関係する信号に分離し、搬送波信号の周波数成分を除去する。
さらに、復調モジュール４０３Ａは、デジタル化された複合検出器信号に対してモデル化
および復調を行い、干渉信号を各放射波長に関係する干渉信号に分離し、搬送波信号の周
波数成分を除去するように設定されてもよい。いくつかの実施形態において、復調モジュ
ール４０３Ａは、デジタル化された複合検出器信号データに対してモデル化および復調を
行って、Ｎ（たとえば８）チャネルの復調データとするように設定されてもよい。それぞ
れのチャネルが別々の周波数及び／又は位相特性に対応するように設定することができる
。例えば、各チャネルは、エミッタ２０４から放射された光信号により変調された、矩形
光パルス列搬送波信号の基本周波数とその高調波に対応することができる。さらに、以下
で説明するように、いくつかのチャネルで同一周波数特性を共有することも可能であり、
そのような実施形態では、位相を利用してこれらのチャネルを区別することができる。
【００３３】
　複数チャネルの復調データサンプルをデシメーションモジュール４０４Ａに与えること
ができ、これはサンプルを除外してサンプリングレートを低減するように設定され、かつ
その上に信号調整とフィルタリングを行うことができる。デシメーションはデータサンプ
ル数を減らすので、デジタル信号プロセッサと干渉検出器４２８の計算負荷を低減し、さ
らに患者モニタの消費電力を低減する。いくつかの実施形態において、４８ｋＨｚの復調
された複数チャネルデータストリームを６２．５ｋＨｚにデシメートすることができる。
【００３４】
　干渉レベルを決定するために、復調されデシメートされた複数チャネルのデータがエネ
ルギ検出器４０５へ与えられてもよい。いくつかの実施形態において、エミッタ２０４を
（たとえば回路２３４によって）オフに設定可能なので、複合検出器信号ｘｋ（ｎ）４０
１Ａは干渉信号のみで構成することができる。そうすると、復調されてデシメートされた
複数チャネルのデータが干渉信号で構成され、エネルギ検出器４０５Ａをその干渉信号の
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エネルギまたは電力を計算するように設定できる。いくつかの実施形態において、以下で
説明するように、エネルギ検出器４０５Ａは各デシメーションチャネルの干渉信号の平均
電力を計算することが可能で、その最大値を干渉出力として選択することができる。
【００３５】
　血液酸素飽和度、脈拍、グルコース、メトヘモグロビン、トータルヘモグロビンなどの
生理的パラメータ情報を計算するために、復調されてデシメートされた複数チャネルのデ
ータをパラメータ計算器４０６Ａへ与えることができる。パラメータ計算器４０６Ａは、
参照によりその開示を本明細書に援用する米国特許出願第１１／３６７，０１７号明細書
（２００６年３月１日出願）に記載されているように、生理的情報を計算する様々なアル
ゴリズムに従って、そのデータをモデル化、調整、および処理することができる。
【００３６】
　図４Ｂは、例えば図４Ａに示したプロセッサ４２８のような、患者モニタにおける干渉
検出器４４０Ｂの機能ブロック図である。図４Ｂに示すように干渉検出器４４０Ｂへの入
力は、デジタル化された複合検出器信号ｘｋ（ｎ）４０１Ｂであってよい。いくつかの実
施形態において、デジタル化された複合検出器信号４０１Ｂ、ｘｋ（ｎ）、は１つの検出
器２０６（すなわちｋは検出器２０６の番号に対応する）からの信号のデジタル化された
サンプルを表し、以下で説明するように、分離した干渉検出器（検出器４４０Ｂのような
）をそれぞれの信号ｘｋ（ｎ）に対して利用することができる。いくつかの実施形態にお
いて、複合検出器信号４０１Ｂは検出器２０６で検出された、光データを全く含まない干
渉信号であってもよい。このことは、例えば図２の回路２３４においてエミッタ２０４を
オフに保つように設定し、検出器２０６を組織２０５により減衰された周辺及び／又は環
境からの干渉レベルのみを検出するように設定することにより達成される。
【００３７】
　復調モジュール４０３はデジタル化された複合検出器信号ｘｋ（ｎ）４０１Ｂ（たとえ
ば４８ｋＨｚの複合信号）に対してモデル化および復調を行い、その干渉信号を各放射波
長に関係する干渉信号に分離し、搬送波信号の周波数成分を除去する。図４Ｂに示すよう
に、いくつかの実施形態において、復調モジュール４０３Ｂは、デジタル化された複合検
出器信号４０１Ｂに対してモデル化および復調を行って、Ｎ（たとえば８）チャネルの復
調データとするように設定されてもよい。各チャネルは、エミッタ２０４で生成された変
調光信号の異なる周波数（すなわち、以下でさらに説明するように、各高調波のｓｉｎ（
ｔ）成分とｃｏｓ（ｔ）成分）に対応するように設定することができる。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、変調された光信号は、エミッタ２０４で生成された光を
周期的な矩形パルス列（すなわち搬送波信号）で変調することにより生成することができ
る。回路２３４は、任意の与えられた期間においては、ただ１つのエミッタ２０４（例え
ば発光ダイオード）のみがアクティブであるように設定することができる。例えば、２つ
のエミッタ２０４（例えば赤と赤外の発光ダイオード）があるとすると、回路２３４は長
さτ１の第１の時間間隔の間、第１のエミッタを起動し、その間第２のエミッタを動作さ
せないでおく。そのあと、長さτ２の第２の時間間隔の間、どちらのエミッタにも電流を
流さないようにする。そうして、長さτ３の第３の時間間隔の間、第２のエミッタに通電
して起動し、第１のエミッタは非動作のままとする。最後に、第４の時間間隔τ４の間、
どのエミッタにも電流を流さないことにより変調サイクルを完結させることができる。そ
の後、第１の間隔を再スタートさせることによりこのサイクルが反復される。４つの時間
間隔τ１，τ３，τ３，τ４のすべては同一の長さτであってよい。したがって、搬送波
信号、すなわちパルス幅τで周期が４τの周期的な矩形パルス列と、対応するフーリエ係
数τＦ０＊ｓｉｎｃ（ｋＦ０τ）はエミッタ２０４から放射される光によって変調される
。ここで、Ｆ０は基本周波数（すなわち周期の逆数）であり、ｋ＝±１，±２，．．．で
ある。フーリエ係数は基本周波数とその高調波（すなわち基本周波数の整数倍）に対応す
る。回路２３４は、例えば８つのエミッタなどの任意数のエミッタ２０４によって、任意
数の搬送波信号を同様に変調するように設定することができる。



(12) JP 2013-500079 A 2013.1.7

10

20

30

40

50

【００３９】
　組織２０５によって減衰されて検出器２０６で検出される光信号の強度を回復するため
に、復調モジュール４０３Ｂは、基本周波数Ｆ０およびその高調波の周期的パルス列（“
対象周波数”）において複合検出器信号４０１Ｂをモデル化して解析するように設定され
てもよい。これは、変調された信号（つまり複合検出器信号）のエンベロープ、または強
度信号のかなりのエネルギを含むエンベロープの一部を、対象周波数にシフトさせてから
、フィルタにかけて他の高周波成分を除外することにより達成される。いくつかの実施形
態において、対象周波数のいくつかが利用可能であり、エンベロープのシフトは、変調信
号に、対象周波数の対応する周波数を有する余弦また正弦信号を掛けることにより達成さ
れる。本開示により当業者であれば、対象周波数が基本周波数Ｆ０とその高調波以外の周
波数であってもよく、また信号エンベロープのシフト以外の変調方法も利用可能であるこ
とがわかるであろう。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、復調モジュール４０３Ｂはさらに、複合検出器信号中の
他のエミッタ２０４による光信号出力同士のクロストークを低減ないしは除外するように
設定することも可能である。例えば、２つのエミッタ２０４（例えば赤と赤外の発光ダイ
オード）がある場合、複合検出器信号中のクロストークは、赤色光信号が赤外光信号に及
ぼす影響、またはその逆として定義することができる。このようなクロストークは、適切
な復調信号を選択し、それらに複合検出器信号を掛けることにより最小化または除外する
ことが可能である。前述の米国特許第６，２２９，８５６号明細書で説明されているよう
に、いくつかの実施形態において、クロストークを低減または除外する復調信号は、搬送
パルス列の基本周波数Ｆ０と高調波の余弦信号；Ｃ１ｃｏｓ（２πＦ０ｔ），Ｃ２ｃｏｓ
（４πＦ０ｔ），Ｃ３ｃｏｓ（６πＦ０ｔ），・・・として設定することができる（ここ
で、Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，…はクロストークを最小化または消去するために選択される定数
である）。
【００４１】
　さらに、対象周波数を選択することにより、光の強度信号への周辺または環境ノイズの
少なくともいくつかの種類と強度の影響を低減する結果を得ることができる。例えば、電
源ラインノイズ（基本周波数が６０Ｈｚまたは５０Ｈｚで高調波が６０ｎＨｚまたは５０
ｎＨｚ、ｎは整数）を低減または除外するために、基本周波数Ｆ０を３１６．７Ｈｚ（す
なわち、高調波が３１６．７ｎＨｚ、ｎは整数）に選択することができる。そうすると、
基本周波数３１６．７Ｈｚを有する変調パルス列で構成される光信号強度に最も近い電源
ラインノイズの高調波は、６０Ｈｚの電源ライン周波数に対しては３００Ｈｚと３６０Ｈ
ｚであるし、５０Ｈｚの電源ライン周波数に対しては３００Ｈｚと３５０Ｈｚである。こ
れによりノイズと光強度との周波数分離が行われる。いくつかの実施形態においては、分
離をするために基本周波数Ｆ０として３３０Ｈｚを選択することができる。
【００４２】
　その結果、いくつかの実施形態では、干渉検出器４４０Ｂの復調モジュール４０３Ｂは
、干渉を含む複合検出器信号４０１Ｂを基本周波数Ｆ０とその高調波でモデル化および解
析をするように設定可能である。したがって、復調モジュール４０３Ｂは、変調された複
合光信号を復調するのに適用される変調周波数とその高調波で操作される。上で説明した
ように、これらの対象周波数における成分を有する干渉信号は、複合検出器信号からの光
強度信号の回復を著しく劣化させる可能性がある。したがって、これらの対象周波数での
干渉レベルを判定して、周辺及び／又は環境からの干渉のもとで与えられた光強度信号を
うまく回復して処理できる可能性を計算できれば有利である。いくつかの実施形態におい
て、復調モジュール４０３Ｂは、干渉信号を基本周波数と第２、第３および第４の高調波
でモデル化するように設定することができる。しかし、当業者であれば、本明細書の開示
から広範囲の信号モデル化の組合せがあることを認識できるであろう。
【００４３】
　さらに、復調モジュール４０３Ｂは、対象周波数で干渉信号の全エネルギスペクトルを
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モデル化するように設定することができる。これは、対象周波数における干渉信号の位相
変化は無視して、その対象周波数における干渉信号のエネルギをキャプチャすることによ
って達成される。いくつかの実施形態において、復調信号として余弦と正弦の両方を利用
することによりこれが達成される。同一周波数の余弦信号と正弦信号はπ／２ラジアンだ
け位相がずれているので、これらを補完的な復調信号として利用すれば、対象周波数にお
けるすべての潜在的な干渉信号エネルギをモデル化しキャプチャすることが可能である。
いくつかの実施形態では、干渉信号のスペクトルは、余弦復調信号のみまたは正弦復調信
号のみを使ってモデル化することができる。本明細書の開示により、当業者であれば直交
信号などの広範囲の復調信号があることがわかるであろう。
【００４４】
　図４Ｂに示すように、復調モジュール４０３Ｂは、干渉信号の全スペクトルを基本周波
数Ｆ０とその高調波の２Ｆ０、３Ｆ０、４Ｆ０、でモデル化することができる。正弦復調
信号と余弦復調信号のいずれも利用することができる。デジタル化された複合検出器信号
ｘｋ（ｎ）４０１Ｂは、４１０でｓｉｎ（２πＦ０／Ｆｓｎ）、４２０でｃｏｓ（２πＦ

０／Ｆｓｎ）が掛けられて、基本周波数Ｆ０における干渉信号の全スペクトルがモデル化
される（Ｆｓはサンプリング周波数）。デジタル化された複合検出器信号ｘｋ（ｎ）４０
１Ｂは、４３０でｓｉｎ（４πＦ０／Ｆｓｎ）、４４０でｃｏｓ（４πＦ０／Ｆｓｎ）が
掛けられて、第２高調波２Ｆ０における干渉信号の全スペクトルがモデル化される。デジ
タル化された複合検出器信号ｘｋ（ｎ）４０１Ｂは、４５０でｓｉｎ（６πＦ０／Ｆｓｎ
）、４６０でｃｏｓ（６πＦ０／Ｆｓｎ）が掛けられて、第３高調波３Ｆ０における干渉
信号の全スペクトルがモデル化される。最後に、デジタル化された複合検出器信号ｘｋ（
ｎ）４０１Ｂは、４７０でｓｉｎ（８πＦ０／Ｆｓｎ）、４８０でｃｏｓ（８πＦ０／Ｆ

ｓｎ）が掛けられて、第３高調波４Ｆ０における干渉信号の全スペクトルがモデル化され
る。図示したように、Ｎ＝８チャネルの復調干渉信号データが形成される。
【００４５】
　復調干渉信号データをデシメーションモジュール４０４Ｂに与えることができ、これは
サンプルを除外してサンプリングレートを低減し、かつその上に信号調整とフィルタリン
グを行う。デシメーションはデータサンプル数を減らすので、干渉検出器４４０Ｂの計算
負荷を低減し、さらに患者モニタの消費電力を低減する。図４Ｂに示すように、デシメー
ションモジュール４０４Ｂは、直列のサンプル半減ブロックで構成することができ、それ
ぞれが、信号サンプルを１つおきに抜き取って、サンプルレートを半減する。標本化定理
を充たし、かつエイリアシングを避けるために、各サンプル半減ブロックの前にカットオ
フ周波数がＦｓ／２ｍのローパスフィルタが配置されなければならず、ここでｍは、直列
に配したサンプル半減ブロックの数である。ローパスフィルタを掛けることにより、復調
が行われた後、潜在的に有用な情報を持っていない、その他の高周波成分を除外すること
ができる。したがって、（４１０でｓｉｎ（２πＦ０／Ｆｓｎ）が掛けられた後の）第１
のチャネルの復調干渉信号データは、４１１でカットオフ周波数Ｆｓ／２を有するローパ
スフィルタによってフィルタリングされ、その後４１２において半分にデシメートされる
。そのあと、第１のチャネルの残存するデータサンプルは同様にフィルタリングおよびデ
シメートされ、４１３でカットオフ周波数Ｆｓ／２ｍを有するローパスフィルタでフィル
タリングされ、４１４でサンプル半減ブロックによって半分にデシメートされて、所望の
サンプリングレートにまでデータサンプルが低減される。図４Ｂに示すように、これを復
調干渉信号データの各チャネルに対して実行することができる。いくつかの実施形態では
、４８ｋＨｚの復調複数チャネルデータストリームが、ｌｏｇ２（４８０００／６２．５
）（すなわち約１０）個の一続きのサンプル半減ブロックによって６２．５Ｈｚにまでデ
シメートされ、この時、それぞれの前段階で対エイリアシング用のローパスフィルタによ
るフィルタリングが行われる。いくつかの実施形態において、サンプルＭ分の１化ブロッ
クを代替として利用することも可能であり、そのそれぞれはサンプリングレートをＭ分の
１にする。いくつかの実施形態では（例えば、シグマ－デルタ方式のＡ／Ｄコンバータが
使用される場合）、サンプルＬ分の１化ブロックとサンプルＭ分の１化ブロックとを代わ
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りに使うことが可能であり、それぞれがサンプリングレートをＬ分の１とＭ分の１に低減
する。いくつかの実施形態では、１つのダウンサンプルブロックを使って所望のサンプリ
ングレートを達成することができる。しかし、当業者であれば、本明細書の開示から多様
な信号デシメーション手法があることを認識できるであろう。
【００４６】
　復調され、デシメートされた干渉信号データはエネルギ検出器４０５Ｂに送られて干渉
レベルが計算される。信号のエネルギは、信号サンプルの絶対値の二乗の合計で算出され
る。図４Ｂに示すように、復調され、デシメートされた第１のチャネルのデータサンプル
は、４１５において二乗される。それぞれのチャネルの、復調され、デシメートされた干
渉信号データに対してこれが実行される。いくつかの実施形態では、二乗されたサンプル
が合計される。いくつかの実施形態では、合計されたほかに、二乗されたサンプルも移動
平均フィルタでフィルタリングすることができる。移動平均フィルタはローパス特性を有
し、したがって、高周波成分（すなわち周辺または環境ノイズの短時間遷移部分）を除去
することによって信号を平滑化する。移動平均フィルタは、重み付きフィルタ係数または
重みなしフィルタ係数を用いて設定することができる。例えば、単純な重みなし移動平均
フィルタは、二乗された全サンプルの合計を出し、その合計をサンプル数で割る。これは
信号の平均電力を算出したことになる。図４Ｂに示すように、第１のチャネルの計算され
たエネルギ信号は移動平均フィルタ４１６で平滑化され、信号の平均電力（あるいは単に
電力）が決定される。図に示すように、これはすべてのチャネルの、復調されデシメート
されたデータについて行われて、各チャネルの干渉信号の電力が決定される。いくつかの
実施形態では、算出された電力の平方根をさらに計算して、各チャネルの信号の二乗平均
平方根を計算することができる。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、計算されたエネルギ、または同一周波数の相補的な余弦
チャネルと正弦チャネルに対して算出された電力は、それぞれの対象周波数における干渉
信号のエネルギまたは電力を決定するために合計される。前に説明したように、同一周波
数の余弦信号と正弦信号はπ／２ラジアンだけ位相がずれているので、この両者を補完的
な復調信号として利用すれば、対象周波数におけるすべての潜在的な干渉信号エネルギを
モデル化しキャプチャすることが可能である。図４Ｂに示すように、４９０において算出
された電力値が加算されて、基本周波数Ｆ０における干渉信号の全スペクトル電力が決定
される。他のチャネルについても同様の加算を行い、第２（２Ｆ０）、第３（３Ｆ０）、
第４（４Ｆ０）高調波における干渉信号の全スペクトル電力が決定される。
【００４８】
　デジタル化された複合検出器信号ｘｋ（ｎ）４０１Ｂに対する干渉検出器４４０Ｂで算
出された干渉レベル（または出力）は、対象周波数における最大算出エネルギまたは電力
であるかもしれない。図４Ｂに示すように４９５において、そのような最大値が干渉検出
器４４０Ｂの出力として選択されてもよい。干渉信号の最大算出信号エネルギまたは電力
は、生理的パラメータ情報測定に対する最悪条件となる可能性がある。いくつかの実施形
態において、算出された干渉信号エネルギまたは電力のすべてを出力することができる。
いくつかの実施形態において、計算値は平均化、フィルタリング等のさらなる処理をする
ことができる。しかし、当業者であれば、本明細書の開示から干渉出力の計算には多様な
手法があることがわかるであろう。
【００４９】
　図４Ｃは、例えば図４Ａのプロセッサ４２８のような、患者モニタにおける干渉検出器
４４０Ｃの機能ブロック図である。複数の検出器２０６を備える実施形態において、干渉
レベルの計算は、各検出器２０６でキャプチャされた複合検出器信号のそれぞれに対して
個別に実行されてもよい。図４Ｃに示すように、干渉検出器４４０Ｃは、４つの干渉検出
器４０２Ｃを備え、そのそれぞれが４つの検出器２０６のそれぞれで取得されたｘ１（ｎ
）からｘ４（ｎ）までの複合検出器信号に対する干渉レベルを計算するように構成されて
いる。干渉検出器４０２Ｃのそれぞれは、図４Ｂの検出器４４０Ｂとして設定され、算出
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された最大干渉信号エネルギまたは電力を出力することができる。４９６Ｃにおいて、最
大干渉信号エネルギ（または電力）を出力として選択することができる。これは、生理的
パラメータ情報の測定に対する最悪条件を表す可能性がある。いくつかの実施形態におい
て、算出された干渉信号エネルギまたは電力のすべてを出力することができる。いくつか
の実施形態において、計算値は平均化、フィルタリング等のさらなる処理をすることがで
きる。しかし、当業者であれば、本明細書の開示から干渉レベルの計算には多様な手法が
あることがわかるであろう。
【００５０】
　図５は、図２の患者モニタリングシステム２００のような患者モニタリングシステムに
より実行される干渉検出プロセスを示す。ステップ５０１で、検出器２０６からのアナロ
グ複合検出器信号が受信される。この信号は、光強度成分を含まない干渉信号だけで構成
されるように設定することができる。ステップ５０２において、複合検出器信号が調整さ
れて、例えば、信号のゲインの調節または規格化を行い、バンドパスフィルタまたはロー
パスフィルタに信号を通して望ましくない信号成分を除去し、所望の位相応答を有する全
域通過フィルタに信号を通して信号位相を規格化する、などが行われる。ステップ５０３
において、調整された複合検出器信号が、Ａ／Ｄ変換を行うことでデジタル化されてサン
プルとされる。ステップ５０４において、デジタル化された複合検出器信号が復調され、
１つまたは複数のデータチャネルとなる。復調信号データは、デジタル化された複合検出
器信号の周波数スペクトルを、例えば所望の周波数と位相の余弦関数及び／又は正弦関数
で掛け算して、対象の周波数および位相にシフトすることにより取得できる。ステップ５
０５において、復調された信号チャネルはデシメーションにより圧縮することができる。
デシメーションは各チャネルに含まれるサンプル数を低減する。また、チャネルデータの
エイリアシングを防ぐために、デシメーションの前にローパスフィルタを通して不要な高
周波成分をチャネルから除去する必要がある。５０６において、デジタル化された複合検
出器チャネルデータのエネルギが決定される。例えばこれは、各チャネルのサンプルの二
乗値を合計してそれをサンプル数で割って、各チャネルの信号電力を計算することにより
達成される。いくつかの実施形態において、算出された最大電力を全チャネルから選択し
て、検出干渉信号の最悪ケース（すなわち、最大）の電力を決定する。
【００５１】
　干渉信号（または干渉出力）の算出された最大エネルギまたは電力は、５０７において
ユーザへ知らせることができる。いくつかの実施形態において、干渉出力は、例えば棒グ
ラフで視覚的にユーザに提示することができる。図５に示すように、干渉出力は閾値と比
較することができる。いくつかの実施形態において、閾値は患者モニタリングシステムの
雑音レベルの倍数として設定することができる。システムの雑音レベルは、熱ノイズ、シ
ョットノイズ、その他などのためにシステムの電子部品によって内在的に（すなわち入力
信号を与えない状態で）発生するノイズ信号の指標である。雑音レベルはさらにそのシス
テムでの信頼性のある測定が可能な、最小測定値の限界を設定する。さらに、システムの
雑音レベルは実験的に測定可能である。例えば、血液中のトータルヘモグロビン濃度の測
定のためのシステムの雑音レベルは１０ｐｐｍ程度である。したがって、閾値は患者モニ
タリングシステムで測定しようとする生理的パラメータの種類に応じて設定することがで
きる。いくつかの実施形態において、閾値の乗数は設定可能かつプログラム可能であって
よい。
【００５２】
　図５に示すように、５１０で干渉出力は閾値と比較することができる。干渉出力が閾値
以下の場合、５１１で棒グラフを閾値に比例した高さまたは幅の緑色（または緑の網掛け
）に更新することができる。例えば、緑の棒の高さまたは幅は、（閾値－干渉出力）／閾
値として算出できる。別の例では、計算値がパーセンテージで表現できる。干渉出力が閾
値より大きい場合、５１２で棒グラフを閾値に比例した高さまたは幅の赤色（または赤の
網掛け）に更新することができる。例えば、赤の棒の高さまたは幅は、（干渉出力－閾値
）／閾値として算出できる。別の例では、計算値がパーセンテージで表現できる。当業者
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には、他の計算方式または色を利用して、ユーザに患者モニタの干渉出力を警告できるこ
とが理解されるであろう。
【００５３】
　図６Ａ～６Ｄは、図１の干渉検出器などのような干渉検出器を利用していること及びそ
の出力を示す、ユーザインタフェース表示を示す。図６Ａは、算出された干渉出力のスピ
ードメータ型の視覚表示６００Ａを示す。ダイアル６０１Ａは、干渉出力の程度を示す数
字（０～９）からなっている。閾値は、例えばダイアルのほぼ中央（つまり数字の６）に
対応していてもよい。矢印６０２Ａは、算出された干渉出力を閾値に対して相対的に指示
するように設定されている。ダイアルはさらに網掛けされていて、算出された干渉出力の
度合いが一目でわかるようになっていてもよい。例えば、０～３の範囲の網掛けは緑色で
、干渉レベルが低いことを表し、３～６の範囲の網掛けは黄色で、中間的な干渉レベルを
表し、６～９の範囲の網掛けは赤色で、干渉レベルが高いことを表す。
【００５４】
　図６Ｂは棒グラフ型の視覚表示６００Ｂを示す。緑の色または網掛け６０３Ｂは算出さ
れた干渉出力の閾値に対するパーセンテージを表す。例えば、閾値が１０で算出された干
渉出力が２である場合、緑の色または網掛け６０３Ｂは８０％（つまり、１００％×（１
０－２）／１０）を表示し、幅でこのパーセント値を示すことができる。赤色または網掛
け６０４Ｂは同様に算出された干渉出力の閾値に対するパーセンテージを表す。この例の
場合、赤色または網掛け６０４Ｂは２０％を表示し、その幅でこのパーセント値を示すこ
とができる。あるいはまた、算出された干渉出力が閾値を超えない限りは、赤色または網
掛けを表示されない場合がある。例えば、閾値が１０で算出された干渉出力が２０である
場合、赤色または網掛け６０４Ｂは２００％（つまり、１００％×２０／１０）を表示し
、幅が棒グラフ表示６００Ｂの全体を覆う。この場合には緑の色または網掛け６０３Ｂは
表示されない。いくつかの実施形態において、閾値が棒グラフ表示６００Ｂの中央に対応
し、それに応じて、緑と赤色または網掛けが計算されて表示される。いくつかの実施形態
において、他の色（例えば黄色）も表示することができる。
【００５５】
　図６Ｃは棒グラフ型の視覚表示６００Ｃを示す。緑の色または網掛けは算出された干渉
出力の閾値に対するパーセンテージを表し、パーセント値は表示されていない。例えば、
閾値が１０で算出された干渉出力が６である場合、緑の色または網掛け６０５Ｃは棒グラ
フ表示６００Ｃの４０％（つまり、１００％×（１０－６）／１０）の幅で表示される。
赤色または網掛け６０６Ｃは同様に算出された干渉出力の閾値に対するパーセンテージを
表す。この例では、赤色または網掛け６０６Ｃは６０％の幅で表示することができる。あ
るいはまた、算出された干渉出力が閾値を超えない限りは、赤色または網掛けが表示され
ない場合がある。例えば、閾値が１０で算出された干渉出力が１１である場合、赤色また
は網掛け６０６Ｃは１１０％（つまり、１００％×１１／１０）の幅で表示されるか、ま
たは棒グラフ表示６００Ｃの全体を覆うことができる。この場合には緑の色または網掛け
６０５Ｃは表示されなくてよい。いくつかの実施形態において、閾値が棒グラフ表示６０
０Ｃの中央に対応し、それに応じて、緑と赤色または網掛けが計算されて表示されてもよ
い。いくつかの実施形態において、他の色（例えば黄色）も表示することができる。
【００５６】
　図６Ｄは、棒グラフ型の視覚表示６００Ｄを示す。これは６００Ｃに似ているが縦型で
ある。緑の色または網掛けは算出された干渉出力の閾値に対するパーセンテージを表し、
パーセント値は表示されていない。例えば、閾値が１０で算出された干渉出力が３である
場合、緑の色または網掛け６０７Ｄは棒グラフ表示６００Ｄの７０％（つまり、１００％
×（１０－３）／１０）の高さで表示される。赤色または網掛け６０８Ｄは同様に算出さ
れた干渉出力の閾値に対するパーセンテージを表す。この例では、赤色または網掛け６０
８Ｄは棒グラフ表示６００Ｄの４０％の高さで表示される。あるいはまた、算出された干
渉出力が閾値を超えない限りは、赤色または網掛けが表示されない場合がある。例えば、
閾値が１０で算出された干渉出力が１２である場合、赤色または網掛け６０８Ｄは１２０
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％（つまり、１００％×１２／１０）の高さで表示されるか、または棒グラフ表示６００
Ｄの全体を覆う。この場合には緑の色または網掛け６０７Ｄは表示されない。いくつかの
実施形態において、閾値が棒グラフ表示６００Ｄの中央に対応し、それに応じて、緑と赤
色または網掛けが計算されて表示されてもよい。いくつかの実施形態において、他の色（
例えば黄色）も表示することができる。図６Ｅ～６Ｈも、例えばハッピーフェースまたは
サッドフェース、指針、指示光などを含む、異なる色、グラフ、形、表示を利用した代替
表示を示している。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、患者モニタはユーザへの音声通知を提供するように構成
することができる。例えば、干渉出力を計算して、それを閾値と比較した後、干渉出力が
閾値よりも低い場合には、患者モニタが“測定は安全です”という音声を発することがで
きる。別の例としては、干渉出力が閾値に近いかそれを超える場合に、“危険です”とい
う音声を発することができる。当業者であれば、本明細書の開示から多様な視聴覚通知手
法があることは理解されるであろう。
【００５８】
　患者モニタ用の干渉検出器を好適な実施形態とともに開示したが、本発明はこれに限定
されるものではない。むしろ、当業者であれば本明細書の開示により、患者モニタ用の干
渉検出器の多数の代替技術があることを理解するであろう。例えば、患者モニタは、算出
された干渉レベルが測定精度を顕著に劣化させると判定された場合、ユーザの生理的パラ
メータ測定の実行を“締め出す（ｌｏｃｋ　ｏｕｔ）”ことができる。
【００５９】
　本発明の開示により、上記のプロセスに加えて、他のプロセスおよびプロセスの組合せ
が当業者には明らかであろう。当業者はさらに、本明細書で開示した実施形態に関連して
記述した種々の実例の論理ブロック、モジュールおよびステップは、電子的なハードウェ
ア、コンピュータソフトウェア、またはその両者の組合せとして実装可能であることを理
解するであろう。このハードウェアとソフトウェアとが相互に交換可能であることを明確
に説明するために、種々の実例の部品、ブロック、モジュールおよびステップを一般的に
その機能によって記述した。そのような機能をハードウェアとして実装するかソフトウェ
アとして実装するかは、特定のアプリケーション並びに全体システムに課せられる設計上
の制約とに依存する。当業者は記述された機能をそれぞれの特定のアプリケーションに対
して様々な方法で実装することが可能であるが、そのような実装の判断は、本発明の範囲
から外れるというように解釈されるべきではない。
【００６０】
　本明細書に開示した実施形態に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュ
ール、およびステップは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）また
は他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリートなゲートまたはトランジスタロ
ジック、ディスクリートなハードウェア部品、または本明細書に記載の機能を実行するよ
うに設計されたそれらの任意の組合せによって実装または実行することができる。汎用プ
ロセッサは、マイクロプロセッサ、従来型プロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、ステートマシン、等であってよい。プロセッサは、例えば、ＤＳＰとマイクロプロ
セッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと組合せた１つまたは複数のマ
イクロプロセッサ、またはこのような他の任意の構成、などのコンピューティングデバイ
スの組合せとして実装することができる。さらに、“処理”という用語は広範囲な用語で
あって、例えばプログラムコードの実装、命令の実行、信号の操作、フィルタリング、算
術演算の実行、等のいくつかの意味を包含することを意図している。
【００６１】
　モジュールには、ソフトウェア、オブジェクト指向のソフトウェアコンポーネント、ク
ラスコンポーネントおよびタスクコンポーネント、プロセス、方法、機能、属性、手順、
サブルーチン、プログラムコードのセグメント、ドライバ、ファームウェア、マイクロコ
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ード、回路、データ、データベース、データ構造、表、配列、または変数、などのソフト
ウェアまたはハードウェアコンポーネントを含むことができるが、ただしこれに限定され
るわけではない。
【００６２】
　本明細書に開示する実施形態に関連して記載した方法またはアルゴリズムのステップは
、ハードウェアで直接具現化するか、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュー
ルで具現化するか、またはこれら２つの組合せで具現化することができる。ソフトウェア
モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、Ｅ
ＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ、または当技術分野で周知の他の任意の形態の記憶媒体中に常駐することができる。
記憶媒体はプロセッサと連結され、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、また記憶
媒体へ情報を書き込むことができる。あるいはその代わりに、記憶媒体をプロセッサに組
み込むことができる。プロセッサと記憶媒体はＡＳＩＣ内に常駐することができる。ＡＳ
ＩＣはユーザ端末内に常駐することができる。または、プロセッサと記憶媒体が個別の部
品としてユーザ端末内に常駐することができる。
【００６３】
　上記の発明を特定の好適な実施形態によって説明したが、他の実施形態は、本明細書の
開示から当業者には明らかであろう。さらには、他の組合せ、省略、置換、および変更は
、本明細書の開示を考慮すれば当業者には明らかとなるであろう。上述の本発明の種々の
態様と特徴は、個別または一緒に組合せて、または相互に置き換えて実施可能であり、ま
た特徴と態様の種々の組合せおよび部分的組合せを行うことが可能であり、それらはいず
れも依然として本発明の範囲内にあることが意図される。さらに、上述のシステムは、好
適な実施形態で記述したすべてのモジュールと機能とを含む必要はない。したがって、本
発明は好適な実施形態の反応によって制限されることを意図するものではなく、添付の特
許請求の範囲を参照して定義されるべきである。
【００６４】
　さらに、本明細書において言及したすべての刊行物、特許、特許出願は、あたかもそれ
ぞれの刊行物、特許または特許出願を具体的かつ個別に、参照により援用することを表示
したかの如く、それと全く同様に、参照により本明細書に援用されるものとする。
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